
 

 

 

 

  やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書  
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    年   月   日提出 

 

申 

 

請 

 

者 

 

 
 

住  所 
 
 

 
〒 

 

フリガナ  電 

 

話 

（   ） 

氏 名 ㊞ 

      

    租税特別措置法第    条    第    項に規定する譲渡所得の課税の特例の適用に  
      
    おける買換資産の取得期限について、下記の内容のとおり承認申請をします。 

 

 

   記 

 

１ 譲渡した資産の明細 
 

 所    在    地 
 

 資 産 の 種 類  数 量 ㎡ 

 譲  渡  価  額               円 譲 渡 年 月 日 年   月   日 

 
２ 代わりに買い換える（取得する）予定の資産の明細 

 

資 産 の 種 類  数 量 ㎡ 

取 得 資 産 の 

該 当 条 項 ( ※ ) 

 

１ 第 37 条第１項の表の    第   号 
 
                   
２ 第 37 条の５第１項の表の  
                    
  

取得価額の見積額 円 
取得予定年月日 年   月   日 

認定を受けよう 
とする年月日 

年   月   日 

や む を 得 な い 

事 情 の 詳 細 

 

 

 

 

 

 
                                               
  

(資６－80－１－Ａ４統一) 
                                                                                                                                  H22.11 

(注) 

※
印
の
欄
に
つ
い
て
は  、
該
当
す
る
部
分
を
○
で
囲
む
か
又
は  
該
当
す
る
号
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い  。 

 

電話番号   ○印 関与税理士 

名 簿 番 号 

第１号（中高層耐火建築物・中高層の耐火建築物）  

第２号（中高層の耐火共同住宅）  



やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書 

 

１ 使用目的 

この申請書は、租税特別措置法第37条第４項又は同法第37条の５第２項の規定により、譲渡をした 日

の属する年の翌年中に買換資産の取得をすることが困難であることについてやむを得ない事情があ  り、

その取得期限の延長の承諾を受けようとするために使用するものです。 

 

２ 記載要領等 

⑴ 「２  代わりに買い換える (取得する) 予定の資産の明細」 欄の「やむを得ない事情の詳細」欄

には、買換資産の取得期限の延長を受けることとなるやむを得ない事情その他参考となるべき事項を

詳細に記載してください。 

⑵ この申請により、取得期限の延長の承認を受けた後に、再度の取得期限の延長の承諾申請をするこ

とはできませんのでご注意ください。 
 


